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令和４年 第１回宮代町教育委員会定例会会議録 

招集年月日 令和 4年 1月 24日 午前 10時 00分 開 催 場 所 役場 202会議室 

開閉の日時 

及び宣告者 

令和 4年 1月 24日 午前 10 時 00分 教 育 長 中村 敏明 

令和 4年 1月 24日 午前 10 時 50分 教 育 長 中村 敏明 

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 青栁 誠 

委員出席状況 議案説明等 

番号 氏    名 出席の有無 教育推進課長          大場崇明 

学校管理幹兼副課長（学校教育） 塚越健一 

生涯学習室長          草野公浩 

主幹（教育総務）        青栁 誠 

 

教 育 長 中村 敏明 出席 

職務代理 深井 美智子 出席 

教育委員 吉澤 久美子 出席 

教育委員 瀧ケ崎 隆司 出席 

教育委員 山田 鋭生 出席 

議案件名 

概要報告 

概要報告 

事務局報告 

（１)学校教育関係 

ア ２月の行事予定について 

イ ２月の事業予定について 

（２) 生涯学習関係 

２月の事業予定について 

協議事項 

（１)教育支援センターの運営について 

 

 

傍聴者０ 名 
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開 会 午前 10時 00分 

１ 開会の宣言 

 中村教育長 令和４年第１回定例教育委員会をこれより開会いたします。 

 （全委員の出席を確認） 

２ 挨拶 

 中村教育長 （挨拶） 

３ 概要報告 

 

 

 

 

 

中村教育長 

青栁主幹 

前回定例会以降の概要につきまして、事務局より報告します。 

（資料により概要報告を行う。） 

中村教育長 以上報告につきまして、御質問等ございますか。 

（意見、質問なし） 

次に、４ 事務局報告に移ります。 

（１）学校教育関係 

事務局報告（１）学校教育関係について、説明をお願いします。 

４ 事務局報告 

（１）学校教育関係 

 塚越学校管理幹 （１）学校教育関係 

ア ２月の行事予定について 

イ ２月の事業予定について 

（資料に沿って説明を行う。） 

中村教育長 ただいまの報告に対して、御質問、御意見をお受けいたします。 

 （質問、意見なし） 

次に、事務局報告（２）生涯学習関係について 説明をお願いします。 

（２）生涯学習関係 

 草野室長 （２）生涯学習関係 

２月の行事予定について 

（資料に沿って説明を行う。） 

中村教育長 ただいまの報告に対して、御質問、御意見をお受けいたします。 

（意見、質問なし） 

 次に、５ 協議事項に移ります。（１）宮代町教育支援センターの運営について、

事務局から説明をお願いします。 

５ 協議事項 

（１）宮代町教育支援センターの運営について 

 塚越学校管理幹 

 

中村教育長 

（１）宮代町教育支援センターの運営について 

（資料に沿って説明を行う） 

ただいまの説明に対して、御質問、御意見をお受けします。 
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山田委員 

 

 

塚越学校管理幹 

 

 

深井委員 

 

 

塚越学校管理幹 

 

 

 

深井委員 

塚越学校管理幹 

 

 

吉澤委員 

 

 

塚越学校管理幹 

 

 

瀧ケ崎委員 

 

 

 

塚越学校管理幹 

 

瀧ケ崎委員 

 

 

塚越学校管理幹 

 

中村教育長 

教育支援センターの概要の基本日課表についてですが、例えば小学校低学年の子

供で両親が共働きの家庭の場合、下校が１４時４０分だと、その後の対応はどう

なるのでしょうか。 

小学生の場合、通常は学童保育所を利用することになりますが、学童保育所を利

用することは難しいと考えられますので、個々の家庭と相談して対応していくこ

とになると考えています。 

教育支援センターは、いろいろなものを抱えている子供達が通所してくると思う

ので、この日課表のとおり生活できない場合もあると思いますが、その場合はど

うなるのでしょうか。 

御指摘のとおり、日課表のとおり通所できない子も多いと思います。あくまで日

課表は規則正しい生活を送るための基本的な過ごし方を提示したものですが、

個々の事情に応じて登下校の時間や過ごし方については、本人・保護者と相談し

て決めていくことになります。 

支援員の人数は、子供の数に応じて何人配置するという形になるのでしょうか。 

何人の子供が通所するか分からないので、子供の数に応じて配置人数を決めると

いうことは考えていません。現時点では、支援センターの職員は、１日あたり常

時３人を配置することを考えています。 

プレ通級がありますが、プレ通級から本通級へ移行する基準のようなものはあり

ますか。また、受入側からこの場合は本通級を認めることはできないというもの

はありますか。 

基本的には、希望があれば通級できますので、受入側で拒否することはありませ

ん。プレ通級は、本人が教育支援センターに通級できるかどうかの確認や、場所

に慣れてもらうということで実施するものです。 

本通級をする場合は、保護者が通級願を学校へ提出し、学校は、通級申込書を教

育委員会へ提出し、教育委員会が許可書を発行することなっています。一方、プ

レ通級では、このような手続きはありませんが、どのような考えでこのような形

となっているのでしょうか。 

プレ通級は、体験という意味合いなので、希望する子供達は、誰でも気軽に来る

ことができるよう、本通級のような手続きは不要としています。 

開所は４月からということですが、プレ通級の前に事前相談や教育相談を実施す

ることを想定されています。こうした手続きも４月以降に開始するのでしょう

か。 

御指摘のとおり４月から開所して対応できるようにしたいと考えていますので、

事前相談等は、それまで手続きができるよう検討を進めています。 

他に御質問等はございますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

それでは、協議事項を終了します。 

続きまして、５ その他 に移ります。 
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５ その他 

 

 

 

 

 

中村教育長 事務局から何かありますか。 

事務局 ・塚越学校管理幹「小中学校における新型コロナウイルスの感染状況」について 

報告 

・草野室長「まん延防止等重点措置の発令に伴う各公共施設の対応」について 

報告 

６ 次回教育委員会について 

 青栁主幹 次回は、２月１６日（水）、午前１０時からを予定しています。 

７ 閉会 

（閉会 午前 10時 50分） 

 


